
山梨県公安委員会規則第８号

山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則の一部を

改正する規則を次のように定める。

令和４年１０月２７日

山梨県公安委員会

委員長 武 田 信 彦

山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則の一

部を改正する規則

山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則（平成１

８年山梨県公安委員会規則第１３号）の一部を次のように改正する。

第７号様式を次のように改める。





附 則

この規則は、令和４年１１月１日から施行する。



第４号様式
山梨県公安委員会規則新旧対照表

（平成１８年山梨県公安委員会規則第１３号）

新 旧


